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令和六年能登半島地震の被災地域における 

経営事項審査の取扱について（周知依頼） 

 

 平素は本会の活動につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記につきましては、令和６年９月１８日付全建事発第０７２号にてお知らせし

たところですが、経営事項審査の有効期間の再延長に関する措置については、令和７年３

月３１日をもって満了するため、令和７年４月１日からは、有効期間の再延長の対象とな

っている建設企業においても、建設業法第２７条の２３第１項の政令で定める建設工事を

発注者から直接請け負おうとする場合には、建設業法施行規則第１８条の２の規定に従

い、建設工事について発注者と請負契約を締結する日の１年７月前の日の直後の事業年度

終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなるため、余裕をもって

経営事項審査を受審するよう、国土交通省より通知（別添）がありました。 

 つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、貴会会員企業の皆様へ本件に

ついて周知賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

以 上 

 

別添  国土交通省通知文 

参考   前回国土交通省通知文（令和６年８月 30日）   
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